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台湾の金瓜石鉱山は、日本統治期に開発され、明治期は佐渡金山を大きく上回る金産出量を誇った金山

である。日本統治期の金瓜石鉱山が日本人と台湾人や鉱山労働のために中国大陸から渡ってきた人々の間

で構築された社会的な領域であり、第二次世界大戦期に日本軍によって連行されてきたイギリス人捕虜に

対する強制労働が強いられた政治的空間でもあったことから、金瓜石鉱山における鉱業景観の形成と変容

の実態を、植民者と被植民者の間にみられた空間に関する鬩ぎ合いの視点から明らかにする必要がある。

そこで本稿は、田中長兵衛率いる田中組（金瓜石鉱山田中事務所）によって編成された鉱山町における土

地所有と利用の変容を、地籍図と土地登記簿を用いて復元的に明らかにすることを目的とする。 
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1.	 はじめに 
	 

日本統治初期の1897（明治30）年から戦後の1987（民
国76）年までほぼ継続的に運営された台湾の鉱山に金瓜
石鉱山がある。同鉱山は日本統治期には釜石鉱山の田中

長兵衛や日本鑛業株式會社によって運営され、明治期に

は佐渡金山の金産出量を遥かに凌ぐ金山として著名な存

在であった。 
日本統治期の金瓜石が日本人と台湾人や鉱山労働のた

めに中国大陸から渡ってきた人々の間で構築された社会

的な領域であり、第二次世界大戦期に日本軍によって連

行されてきたイギリス人捕虜に対する強制労働が強いら

れた政治的空間でもあったことから、筆者はこれまで、

金瓜石における鉱業景観の形成と変容の実態を、植民者

と被植民者の間にみられた空間に関する鬩ぎ合いの視点

から明らかにすることを目的とした研究を行ってきた1)。

そのなかで本稿は、金瓜石鉱山の景観形成プロセスの一

端を、土地の所有と利用の観点から明らかにすることを

目的とするものである。特に本稿では、日本統治期に作

成された文献の分析や現地調査の結果とともに、当時の

地籍図や土地登記簿を活用して分析を進める。1921（大
正10）年に作成された地籍図と日本統治下で用いられた
土地登記簿が、新北縣瑞芳地政事務所に保管されており、

本稿ではそれらを主要資料として用いることが可能であ

る。金瓜石鉱山に係る地籍図は金瓜石14葉、水南洞6葉

で構成され、そのすべてが現存する。1921年時点で引か
れた線は黒色で示され、その後に追加された土地境界線

は赤色で描かれる。また土地所有の状況によって不要と

なった境界線には「×」印が記載されている。土地登記

簿については、現存するものすべてがデジタルデータ化

されているものの、1筆につき2枚から3枚で構成される
書類の一部が欠損していたり、1枚目と2枚目が分散して
保存されている事例も多い。そこでまず、地籍図をGIS
上で描き直し、1921年時点の状態を復元する。一方で、
土地登記簿に記載されている内容をコンピューター上で

データベース化し、保存されている資料を記載内容から

つなぎ合わせ、できうる限りの復元を行う。その上で、

地籍の状態に大きな変更があった年を割り出し、その年

の地籍図の復元作業を実施する。そして、これらの作業

を通して明らかになる土地所有や利用の状況、および両

者の相互規定に関する分析を行っていく。 
なお、本稿では、金瓜石鉱山の鉱業権を獲得し明治期

から大正期にかけて同鉱山の運営を担った田中長兵衛率

いる田中組による空間整備がその後の鉱山空間を規定し

た基礎であることから、田中組が金瓜石鉱山に関わった

1896 （明治29）年から1925（大正14）年を対象に分析を
進める。また地理的範囲に関しては、最初期に活動した

金瓜石地区に限定し、水南洞地区に関しては別稿で論じ

ることとする。 
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2.	 日本統治初期における金瓜石鉱山の開発 
 
(1)	 金瓜石鉱山の概要	 
本研究の対象地域である金瓜石鉱山は、台湾北東部、

現在の新北縣瑞芳區に位置した（図-1）。金瓜石鉱山は
金瓜石山（本山）北側一帯の金瓜石地区と、そこからさ

らに北側の海岸に面した水南洞地区の2地区によって構
成されていた。1987（民国76）年に閉山し、現在は2004
（民国93）年に開館した新北市立黄金博物館が所在する。 
金山としての金瓜石の歴史は、1890（光諸16）年、八
堵駅近くの橋梁の建設を行っていた際に建設従事者が基

隆河のなかに砂金を発見し、翌年に九份（後の瑞芳鉱

山）に金脈の露頭が見つかったことにはじまる。以来、

砂金採取や金鉱採掘を行う人々が瑞芳地域に大量に押し

寄せるようになった。 
その後、1895（明治28）年に日清戦争の結果台湾を割
譲された日本は、台湾総督府（以下、総督府と略す）を

設置し、台湾の産業化をおしすすめた。総督府は早々に

土地調査事業や林野調査事業を行うとともに、鉄道の建

設や港湾の整備を実施し、同時に稲作や砂糖生産を中心

とした農業の近代産業化も進めた。そのなかで、総督府

は、統治初期の混乱のなか瑞芳地域に大挙してきた台湾

人を排除するために、まず1896（明治29）年1月同地域
を強制的に封鎖し、総督府の技師・技手による鉱山調査

を実施した。そして同年9月に「臺灣鑛業規則」を発布
し、鉱山開発の制度的根拠を構築した。 
総督府は、同規則の発布と同時に、基龍山の山頂から

南北に引いた線を境に、西側の九份地区の鉱業権を藤田

傳三郎の藤田組に、東側の金瓜石地区の鉱業権を田中長

兵衛が率いる田中組に与え、両者に瑞芳地域における鉱

山運営を認めた。そして田中組は、1897（明治30）年3
月に「金瓜石鑛山田中事務所（以下、田中事務所と略

す）」を組織し、同年10月15日、金瓜石山頂上の露頭付
近を拠点に鉱山事業に着手した2)。 
田中事務所による鉱山運営は、露頭付近に数軒の小屋

と山神社を建設し既存の坑道を利用して金鉱採掘を行う

短期間の時期を経て、金瓜石山を北側に下り、比較的平

坦な場所に坑道、選鉱所、製錬所、鉱山事務所などの鉱

山施設や、住居、購買施設、病院、警察署、郵便局、寺

院、小学校などの鉱夫やその家族の生活に関連する施設

を明治30年代から40年代に建設し一大鉱山町を整備する
に至った（図-2）。1905（明治38）年にはさらに北側の
海岸に近い水南洞に有望な鉱床が発見されたことから、

そこにも製錬所や発電所、住居等を建設した。1918（大
正7）年に組織名を「田中鑛山株式會社」に改名し、経
営陣に台湾煉瓦株式會社などを設立した後宮信太郎をむ

かえ、さらなる成長を図る。しかし、大正元（1912）年
に鉱産額のピークをむかえた後は徐々に産出量が減少し、

1925（大正14）年に至り、後宮信太郎にすべての株式を
譲渡したことで、田中事務所による金瓜石鉱山の運営は

終わりをむかえた3)。 
 

(2)	 金瓜石鉱山の事業方針と鉱山町の整備	 
日清戦争の賠償金を元手に金本位制に移行しようとし

ていた日本にとって、金山開発は極めて重要な課題であ

った。総督府は台湾における鉱業関連法規の制定と鉱業

権付与に先立ち、有望な金山の調査を実施した。現地調

査は、東京帝国大学理科大学で地質学を修め4)、1897
（明治30）年に総督府民政局殖産課の技師となった石井
八萬次郎（1867〜1932）を中心に行われた。その結果、
石井らは、金瓜石や九份一帯の鉱脈や鉱床の金含有量が

多く、開発する上で有望な金山であることを確認した。 
そこで石井や同行した技手らは、この地域の開発方針の

提案に至る。彼らは、発見した鉱脈における金が豊富で

あることから、この一帯を遍く開発することを期待し、

莫大な資本を投下できる資本家に鉱業権を与えることを

求め、九份と金瓜石を一体的に開発することを提案した。

すなわち、それまでの地域一帯は、台湾人が鉱脈近くに

小さな小屋を建て、そこで生活をしながら細々と竪坑を

掘削する程度であり、鉱山運営に必要なインフラストラ

クチャーが整備されているわけではなかった。そのため

この一帯を開発するにあたって、坑道や製錬施設のみな

らず、道路、橋梁、水道、電気などの生産基盤や学校、

病院、娯楽施設などの生活基盤をも整備しなくてはなら

ない状態にあり、投下される必要がある資金が極めて大

きくなることは容易に想像がついた。そのため石井らは、

大資本家による金瓜石と九份の一体的開発を勧めると同

時に、両地区の鉱脈がもっている質の相違を理由に2つ
の鉱区として、坑道をわけて運営することを提案した5)。

そして、金瓜石山と九份山のぞれぞれで採掘された鉱石

を金瓜石の平坦地に集め、そこで製錬したものをさらに

2カ所の積出港から搬出することを計画した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

図-1	 金瓜石鉱山の位置 
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図-2	 明治末期における金瓜石鉱山の施設 

（絹川健吉『金瓜石鑛山冩真帖』, 絹川冩真館, 1913.） 

 

 
	 しかし実際には上述の通り、九份と金瓜石は各々異な

る鉱山会社によって運営される鉱区に分けられた。さら

に重要なことは、田中組の金瓜石と藤田組の九份に分け

られたことで、総督府技師が鉱石を収集し製錬する場所

として計画していた土地が田中事務所の鉱区に含まれ、

2カ所の積出港適地は1カ所ずつ分け合うことになった点
である6)。田中組は、金瓜石山の鉱脈、工場適地、積出

港適地を獲得することになり、それらの地点を開発整備

することで鉱山運営が成立する条件を得ることになった。

田中事務所はその条件を活用し、急速に鉱山整備を行っ

ていった。図-2は、1912（明治45）年頃の金瓜石鉱山の
全景を撮影したものである。総督府による鉱山調査の結

果、工場適地とされた場所に製錬所、鉱夫や役員の住居、

小学校などが建ち並び、積出港適地とされた水南洞にも

製錬施設等が建設されており、開発を開始してからわず

か15年で、相当数の施設がすでに整備されている状況が
みてとれる。 
その田中組の事業方針はいかなるものであったか。鉱

山運営にあたり損失を最小限にとどめるためには、一般

的には採掘に先立ち探鉱を行い、鉱脈の位置や走る方向

を調査し、鉱石の品位を確認することが必要である。し

かし田中組は探鉱はするものの、それよりも採金を優先

する事業方針を採っていた。この点については田中組に

よる記述は残されていない。が、開発初期の『臺灣日日

新報』にその様子が記述され7)、また総督府技師の齋藤

讓は自ら作成した報告書のなかで、採掘を優先し探鉱を

後回しにする田中組に姿勢を批判していた8)。こうした

採掘優先の姿勢が鉱山町の整備を短期間に成し遂げた要

因のひとつになっていたと考えられる。 
 
 

3.	 金瓜石地区における土地の所有と利用 
 

(1)	 総督府による土地関連規則の制定	 
	 総督府の土地関連事業は、規則の制定によって始めら

れた。総督府が制定した規則は数多く存在するが、その

なかで主要なものとして以下4つの律令があった。 
	 1898年7月17日	 台湾地籍規則（律令13号） 
	 1898年7月17日	 台湾土地調査規則（律令14号） 
	 1901年5月23日	 台湾土地收用規則（律令3号） 
	 1905年5月25日	 台湾土地登記規則（律令3号） 
土地調査事業を始める前に、まず地籍規則と土地調査規

則を同日発布し、前者によって土地の「地目」を設定し、

後者によって土地登記に関する事項を規定した。具体的

にみていこう。地籍規則の第一條において、地目が以下

の6種25項目に分類された。 
① 田、畑、建物敷地、鹽田、鑛泉地、養魚池 
② 山林、原野、池沼、牧場 
③ 祠廟敷地、宗祠敷地、墳墓地、鐵道用地、公園地、

練兵場、射的場、砲臺用地、燈臺用地、用惡水路 
④ 道路、溝渠 
⑤ 河川、堤防 
⑥ 雑種地9) 
さらに、土地調查規則の第一條、第七條、第八條によっ

て、土地所有者の土地登記方法を規定した。 
第一條	 土地臺帳及地圖ヲ調整スル為業主ヲシテ各自其

土地ヲ申告セシメ其地盤ヲ丈量ス 
第七條	 土地ノ申告ヲ為ササル者ハ十圓以上百圓以下ノ

罰金ニ處シ仍其土地ニ對シ業主タルノ權利を

沒收ス 
第八條	 虛偽ノ申告ヲ為シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ

罰金ニ處ス 10) 
これらの条文から、土地の登記が所有者自らによる申告

を前提としており、申告がなされなかった土地は所有者

とされた人物に罰金と同時に所有権の没収を科していた

ことが分かる。つまり、総督府にとって、土地の所有権
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を確定するということは、税収入の確保と同時に、土地 
の合法的国有化や日本人による合法的な収用にねらいが

あったと考えられる。事実、経済学者の矢内原忠雄は、

1929（昭和4）年に著した『帝国主義下の台湾』で、土
地調査事業の意義を「地理地形を明らかにすることによ

る治安上の実用」「陰田整理を通した土地面積の増加に

よる財政上の増収」「土地権利関係の明確化による経済

上の利益」の3点に整理し11)、土地所有権の明確化によ

る経済利益を強調した。つまり、日本の資本家による台

湾における土地投資や企業設立上の安全性を確保するこ

とにも主眼がおかれ、土地の調査が実施された。矢内原

自身はその点について、「かくて土地調査は台湾資本主

義化、わが資本による台湾征服の必要なる前提であり基

礎工事であった」と述べていた12)。そして、1905（明治
38）年に至り、台湾土地登記規則が制定されることにな
り、土地に関わる権利が明確化され、登記すべき権利を、

業主権、典権、胎権、贌耕権とし、それぞれが日本の不

動産登記法の所有権、質権、抵当権、永小作権に対応す

るとされた13)。 
	 他方、総督府は、「臺灣鑛業規則」に土地の利用に関

する規定を盛り込み、鉱山会社が台湾総督の許可によっ

て使用金（補償金）の支払いを条件に他人の土地を使用

できるように規定した。この点についてはすでに別稿で

論じているので本稿では割愛するが、これはすなわち、

総督府が植民者による非植民者に対する土地使用上の強

権発動を認め、それにより鉱山運営を円滑に進めようと

していたことを意味する14)。 
 

(2)	 鉱山開発の重要性 
土地制度を通して具体的に検討したように、植民地統

治の過程で、植民地宗主国である日本は、近代官僚制、

司法制度、学校教育制度、警察制度、参政権など、さま

ざまな近代的制度を導入することで統治を合理的に進め

ることを目指した。その一方で、自国の周辺地域を植民

地化し、それを外延に拡大していくという日本の植民地

支配が、植民地を早期から産業化（工業化）するという

特徴を有することが指摘される15)。その産業化の目的は、

資源の確保とそれによる日本本国での国際収支の改善に

おかれ、したがって産業化は日本企業の進出と、日本企

業がすでに台湾内にあったイギリス資本を撤退させるた

めの制度の構築とを前提としていた16)。つまり、（1）
主に廈門に拠点を置くイギリス資本と異なり製糖会社と

商社を同一資本に基づく特約関係におくような産業資本

の構築、（2）台湾銀行による支援、（3）日本政府と総
督府による差別的な日本資本の保護、（4）専売制度の
導入による日本企業への輸出入商権の移転、（5）日本
本国－台湾間の関税の消滅と、中国大陸－台湾間の関税

の引上げ、の5点を制度として構築することで、日本の

産業資本による企業の設立を促進した17)。 
ところで、総督府は、製糖業を台湾における最重要産

業と位置づけていたことはよく知られている。後藤新平

に見出された新渡戸稲造が1901（明治34）年9月に台湾
総督に提出した「糖業改良意見書」に基づいて、1902
（明治35）年「臺灣糖業規則」の制定と臨時糖務局の設
置が行われ、総督府による本格的な糖業保護奨励政策が

はじまった。1923（大正12）年には、金子文夫が明らか
にしているように、農林水産業、鉱業、製造業、電気ガ

ス業、運輸業、商業、銀行金融業で構成される産業部門

のうち、製造業に属する製糖業が全体の44％を占めるほ
ど18)、糖業は台湾における産業の中核にあった。また化

学工業の比率も高いが、その実態はアルコールや肥料等

の農業関連製品の生産で、さらに商業や金融業も農産物

の流通を促進する役割が高かったという。 
このような糖業を中心とした農業による産業経営のな

かで、金鉱山はどのように位置づけられるのか。先の金

子によれば、鉱業に対する投資割合は、1914（大正3）
年1.0％、1919（大正8）年4.5％、1930（昭和5）年5.7％で
19)、投資が拡大傾向にある。また1914（大正3）年から
1938（昭和13）年までの鉱工業生産の年平均実質成長率
は5.3％で、同時期の日本の5.6％に匹敵すると推計され
ている20)。 
こうした鉱業の成長を支えたのが台湾銀行である。

1910（明治 43）年に台湾銀行によって出版された『臺
灣銀行十年志』によれば、台湾で産出される金を一手に

掌握するために、瑞芳、金瓜石、武丹坑の三金山と資金

供給の契約を結んでいたという。 
本島に在りては瑞芳、金瓜石、武丹坑の三金山の

事業は漸次其の緒に就き砂金採取出願者も亦多か

りしを以て本行は本島産金を一手に吸收して一部

を本行銀行券發券の準備に充て其の餘を日本銀行

に供給するの目的を以て明治三十三年以來三金山

と資金供給及産金買收の契約を締結したり21) 

矢内原は、こうした台湾銀行と鉱山会社の関係を、台湾

における重要産業の「資本家的企業化」が日本の資本家

によってなされていたことを具体的に示すための事例と

している22)。事実、表-1にあるように、金瓜石は台湾銀
行の資金提供を受け、事業を年々拡張していった。同表

に掲げた施設以外にも、例えば1907（明治40）年9月の

表-1	 台湾銀行による田中事務所への貸付 

（臺灣銀行 :  臺灣銀行十年志, 臺灣銀行, 1910） 
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段階で、事務所などの事務関連施設、各種製錬所などの

製錬関連施設、煉瓦工場、火薬庫、倉庫などの事業付帯

施設、購買施設と病院の生活基盤施設あわせて56棟と住
居60棟の合計116棟の建物が金水地区に存在したことが
確認されており23)、事業拡大と台湾銀行からの供給資金

額の急激な増加の間に相関関係があったことがわかる。 
 
(3)	 土地の所有と利用の変遷	 

1900（明治33）年から工場や事務所などの事業関連施
設や、住宅や病院などの生活関連施設を建設された一帯

は、先述の通り、鉱山事業が開始される以前に総督府技

師の石井八萬次郎らによって「発見」され、施設群の建

設候補地とされていた。石井は、同地を次のように評価

していた。 
金瓜石山ノ北麓ニ當リ地勢稍寛ニシテ水田多ク他

日工場ヲ建ツルニ適ス（中略）且ツ地勢漸斜スル

ヲ以テ鑛石精製ノ手術ヲ施スニ上ヨリ下ニテ送リ

テ施工ノ次第ヲ経由セシムルニ最便宜ナリ且ツ九

份金瓜石諸溪ノ水ハ扇ノ骨ノ如ク此地ニ集来スル

ヲ以テ水ヲ引クニ最モ便利ナル處ナルベシ24) 
すなわち同地区は、土地が緩やかに傾斜しているため製

錬所の立地として相応しいこと、製錬時に必要な水が豊

富であることから、工場地帯として適しているという。 
他方、上記の一文から、同地が元々水田地帯であった

ことが分かる。石井も評したように、同地は水利も良い

ことから、台湾人によって農地として利用されていた。

したがって、日本人が台湾を植民地化した当初、金瓜石

に住む台湾人は、露頭付近で細々と金の採掘を行い、ま

た露頭から300mほど下った比較的緩やかな斜面には水
田を設け農業活動を行っていた。日本人は、その農地を

収奪し、製錬所や事務所、住宅、病院、学校などを建設

したことになる。そこでそれらの土地の所有と利用がど

のような変化したかをみていこう。 
金瓜石地区の土地は、1903（明治36）年になってはじ
めて一部の土地の登記簿への登記によって具体的な状況

が示される（表-2）[1]。田中事務所は1903（明治36）年
にはすでに主要な坑道の開坑と4軒の製錬所の建設を終
えていた。おそらく事務所や住宅の建設も進んでいたで

あろう。しかしそれにも関わらず、田中事務所は土地を

一筆も所有していない。むしろ台湾人による登記が大半

を占めている状況である。田中事務所による土地不所有

の状況は1909（明治42）年から1912（明治45）年にいた
っても、さらには1918（大正7）年においても変わらな
い。しかしここで注目されるのは、明治末期から大正期

にかけて台湾人所有の田地が消滅し、建物敷地も減少す

る一方で、所有形態が「共業」と記載されている土地が

急増している点である。 
明治後期から大正期にかけて、金瓜石地区には、游氏、

黄氏、林氏、徐氏、陳氏の5氏が土地を登記しており、
登記簿に記載された住所からいずれもこの地域に居住し

ていた台湾人である。5氏が登記していた土地は主に建
物敷地と田地で構成され、それらは五號寮と呼ばれる地

域に集中していた。この地は総督府技師の石井が「水田

多ク他日工場ヲ建ツルニ適ス」と評した場所に他ならず、

田中事務所が施設を立て続けに建設して行く場所である。

したがって、これら5氏の土地が減少していく傾向と鉱
山開発の間にはあきらかな相関が認められる。 
他方で、台湾人の所有地がむしろ増加する傾向にあっ

たことは、「共業」地の急激な増加によって明らかとな

る。游氏や黄氏らが所有していた土地は、明治末期から

大正期にかけて、「共業」へと所有形態が変更され、ま

た多くの土地が「共業」地として登記されていた。その

土地は、明治末期においては筆数にして47筆にのぼり、
全体の6割（59.5%）に達する。また面積についても同様
に、63％の土地が「共業」地とされていることがわかる。
また地目についてみてみると、明治末期に存在する土地

47筆のうち、45筆が建物敷地になっており、「共業」地
の大半が何らかの建築物のために用いられていたことが

判明する。その傾向は、大正期においても維持され、登

記件数の増加にともない、「共業」地の土地が筆数にし

て倍以上に増加しており、建物敷地がさらに増加すると

ともに、山林と雑種地が大幅に登記数を増やしているこ

とを表-2から読み取ることができる。 
ここで「共業」とは、複数の所有者による共有の状態

を指す。土地登記簿には、所有者の指名や名称が列記さ

れる事例もあれば、単に「共有」とのみ記載され、その

後に所有者が1名ないし1組織に集約された際にはじめて
その所有者名が掲載されている事例もある。前者の事例

では、徴税の際の負担金とも関わってくるため、さらに

氏名や名称の上に所有割合が分数で示されていた。が、

後者の場合は、それらが明確でない。金瓜石地区に所在

していた「共業」地は、すべて後者の所有者名が記載さ

れていない事例に相当する。 
宮畑加奈子によれば、台湾の「旧慣」において、大租

戸、小租戸、佃戸などの身分制にとらわれることなく、

土地経営への関与程度によって権能が決定するという社

会システムがあったという25)。そのシステムは土地より

も建設行為に価値を見出す観念によって支えられ、他人

の土地であれ、そこに建築物を建設した当事者を「業

主」と認識するのが一般的であった。 
事実、後宮信太郎が金瓜石鉱山の経営権を取得し、社

名を金瓜石鑛山株式會社に変更した後、1929（昭和4）
年にすべての「共業」地が金瓜石鑛山株式會社に所有権

が移転されていることが、土地登記簿から判明する。こ

のことから、「共業」地が金瓜石鑛山株式會社以前から

鉱山会社によって使用されていた土地であったことが推 
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測できる。すなわち、田中事務所は鉱山運営に使用する

土地の大半を自ら所有することなく、おそらくは台湾人

が旧来から実質的に所有してきた土地の上に鉱業施設を

建設し、自らの「業主」としての権利を獲得した。その

ことがさらに建設行為に価値を見出す台湾的観念によっ

て支えられ、金瓜石鑛山株式會社への所有権移転に結び

ついたと考えられる。 
 

表-2	 金瓜石地区における土地所有者と土地利用の関係（面積の単位はすべて㎡） 
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4.	 土地の所有と利用の状況と施設整備の関係 
以上みてきた土地の所有と利用の変遷は、「共業」と

いう形態をとりつつ、実質的には田中事務所による鉱業

利用へと一元化されていく過程と捉えることができる。

次に、その過程を空間的にみていく。 
図-3は、1921（大正10）年の地籍図を用いて復元した

1903（明治36）年時点の土地利用図である。この図から
は、広大な範囲に建物敷地が広がり、田地が隣接してい

る状況を読み取ることができる。この時点で共業地化さ

れている2筆の土地はいずれも建物敷地で面積は小さい
（表-2）。そのうちの1つは、鉱山事務所の所在地であ
り、鉱山会社の核となる施設の所在地をなによりも先に

共業地にすることで組織としての存立基盤を構築してい

たと考えられる。だが1903（明治36）年時点ですでに第
一から第四までの製錬所4軒が游氏が所有する土地の上
に建設されており、「臺灣鑛業規則」が規定していた鉱

山会社による他人の土地の強権的使用が認められていた

と考えられる。明治末期になると游氏の田地が消滅した

ことはすでに述べたが、まさに台湾人の生活基盤となっ

ていた土地が鉱山会社の利用下に置かれていく状況のな

かで、游氏ら台湾人が現地で生活することが難しくなっ

ていく様子をみることができる。	 

	 次に図-4は、1918（大正7）年の土地利用図である。
1903（明治36）年の時点で建物敷地が集積していた地域
における建物敷地の土地が拡大し、その周囲に広大な山

林を抱えていたことがわかる。この時点で多くの建物敷

地と山林が共業地になっており、田中事務所の利用下に

置かれているとみなし得る。この段階では、鉱業施設の

みならず、先に挙げた生活関連の施設もすでに整備を終

えており、鉱山町としての体裁が整っていた。 

0 450 900 1800

建築

雑種地
境内地
森林

畑地

墓地

田

N

m
 

	 図-4	 1918（大正7）年の土地利用図 

 
 
図3と図4を比較すると、地域の空間構成は1903（明治

36）年のそれを基礎的構成としながら外周に拡大してい
ったと言える。それは換言すれば、台湾人の居住地と生

産地を収奪することで自らの鉱山町を整備し、さらに鉱

山としての採掘場所を山林として自身に関わる共業地に

していくことで、生活基盤と生産基盤となる土地を獲得

していった。それはとりもなおさず、総督府技師らによ

る提案に端を発し、田中組がその提案に準じて鉱山町を

整備していったことを意味する。 
 
 
５．結論 
	 本研究では、地籍図や土地登記簿といった地籍関連資

料を用いて、日本統治期の金瓜石鉱山における空間的な

変容についてみてきた。その結果、台湾人による生活と

生産の基盤となっていた土地の構成を基礎としながら、

鉱山開発が進められたことが指摘された。そのことは同

地が総督府の技師らによって工場適地として見出され、

その提案に基づき田中事務所が鉱山町を形成したことを

意味する。と同時に、その事実は、台湾人が主体的に利

用していた土地を田中事務所が収奪し、またその行為を

可能にする規則が総督府によって制定されていたことを

意味する。 
	 またその収奪の過程で、田中事務所はそれらの土地を

自所の所有物として登記することなく、むしろ土地より

もその上部での建設行為に価値を見出す台湾特有の観念

を利用しつつ土地の利用を既成事実化することで鉱山運

営を円滑かつ急進的に進めていったことも指摘されよう。

それは明らかに、台湾という植民地における鉱山開発の

特有性と認められる。 
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	 田中事務所が自ら作成し現在まで残されている資料は

極めて限られているし、また現地に生活していた台湾人

の資料は皆無に等しい。そのなかで、地籍資料を用いる

ことで植民地初期の鉱山開発の経緯を一定程度明らかに

できると考える。 
	 また本稿では紙幅の都合で触れることができなかった

が、水南洞においては乾式製錬所や水力発電所の建設に

ともない収奪された台湾人の居住地や農地に対して、田

中事務所と台湾人の間で不平等な土地利用契約が結ばれ

た事実もある。にも関わらず、台湾の鉱山における日本

の企業による開発に関する研究はこれまで、金の産出量

など、まさに鉱山開発の正の部分に偏っていたきらいが

ある。しかし本稿で明らかにしてきた事象は、植民地で

あるがゆえに生起したものであり、こうした事象の解明

なくして植民地における鉱山開発の実態把握にはたどり

着けない。とはいえ、実態解明のためには、台湾内の他

の鉱山との比較研究を行う必要があるし、また朝鮮半島

における鉱山開発の実態についても同様の視点で検討を

加えていく必要がある。こうした課題をふまえて、今後

さらなる資料収集や多角的な分析を行っていくことが肝

要である。 
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です。  
 

 
補注	 
[1] 隣接鉱山の瑞芳鉱山を運営する藤田組が所有する土

地も含まれるが、ここでの議論からは除外する。 
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